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　向暑の候、組合員の皆様におかれましては、

   当組合の事業推進に格別のご理解、ご協力

   を賜り、厚く御礼申し上げます。

　組合設立から 11 年が経過し、早期に保留

   地処分が完了できるよう役員一丸となり

   進めております。

　組合員の皆様におかれましても、引き続き

   ご理解、ご協力をお願いします。

■ 販売箇所図　

地区の中央を通る道路

集合保留地 [25 街区 ]北側の状況 地区の中央を流れる小川

新たな商業施設が
      出  店！！

買い物もますます
便利に！！

　お知り合いの方で住宅用地を
　お探しの方、ご興味がある方
　がみえましたら、ぜひご紹介
　ください‼



　　当地区が良好な住環境の美しいまちとなりますよう、

　　皆様の土地については、各自にて除草など土地の管理を

　　していただきますようご協力をお願いします。

　　やむを得ず、除草作業が必要と判断した場合は組合で

　　作業を行う場合がございます。

　　なお、後日作業に掛かった費用はご請求させていただき

　　ます。

※除草作業が難しい方は事前に事務局までご相談ください

保留地を完売されないと事業が完成しませんので、

可能な限り土地の売買をお控えいただきますよう

ご理解、ご協力をお願いします。

第２８回総会のご報告

第２８回総会を以下のとおり開催しました。

当日は、来賓として岐阜県議会議員 酒向　薫様、

関市議会議員 渡辺 英人様にご出席いただきました。

組合員の皆様には、お忙しい中、ご出席及び委任状を

提出いただき、有難うございました。

提出された議案については、原案どおり議決されました。

土地所有権移転の届出

　土地所有権を移転（売買、相続、贈与等 ) された場合は、

　新旧両所有者連名の上、組合事務局に届け出てください。

各種証明書の発行

　仮換地証明・底地証明等の各種証明書は、有料にて組合

　事務局で発行しております。

　※仮換地指定がされると、法務局備え付け図面と現況が

      一致しなくなるため、従前と仮換地の関係を証明する

      ものです。

建築行為等の届出

　当地区内において、次の行為を行う場合は、許可申請が

   必要となります。組合事務局までご連絡・ご相談ください。

　建築物及び工作物の新築・増築・改築・土地の形質の変更、

　移動の容易でない物件の設置、たい積を行う場合

　( 土地区画整理法 76 条第 1 項 )　

■各種届出について　　■土地の管理について
　　

■土地の売買について
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topic３ 組合員の皆様へお願い  ご不明な点がございましたら、お気軽に

　　　　　　　　　　　事務局までご連絡ください。
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